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代表取締役社長小山貴史

「再エネ利用促進区域制度」を知る

エコワークス施工 LCCM住宅

2024/2/21 国際環境NGOグリーンピース・ジャパン（質疑含めて90分）
※資料作成協力：鈴木かずえ様
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小山 貴史 （エコワークス株式会社 代表取締役社長）

お やま たか し

自己紹介

＜委員歴＞

経産省「ZEHロードマップ検討委員会」委員
（2015～2019）など

＜略歴＞
・京都大学工学部卒

・2004年（創業20年目）
エコワークス株式会社を創業

・2017年
一社）ZEH推進協議会を設立

政府のGX実行会議にて
省エネ住宅の必要性について
プレゼン（2023/11）
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｜事業内容 エコハウス・エコ施設の設計、施工、

販売、メンテナンス

｜社員数 80名
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エコワークスグループ売上
（億円）

2004年
創業

｜施工エリア 北部九州（福岡県・熊本県・佐賀県）

エコワークス株式会社紹介

【新築部門】 ZEH×約80戸/年

38億

【リフォーム部門】 省エネリフォーム×約30戸/年

（今後→オール九州、関東（東京・神奈川）、関西（大阪・兵庫））



建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度再エネ促進区域
ができた背景

改正建築物省エネ法 2022年6月：建築物からのCO2排出は、全体の3分の1

背景：気候危機、住宅・建築物の省エネ対策強化・新築6割に太陽光パネル

・適合基準義務付け（断熱等級4)

・省エネ性能表示の推進（ラベル）

・住宅省エネ改修推進（低金利）

・再エネ促進区域（説明義務・規制緩和）

図：建築物省エネ法 説明資料３P

https://www.mlit.go.jp/common/001627103.pdf
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「建築物再エネ利用促進区域制度」について

1.国土交通省の関連ポータルサイト

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/03.html
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「建築物再エネ利用促進区域制度」について

１）令和４年の建築物省エネ法改正において本制度は成立し、令和５年４月施行。

２）制度の内容

①太陽光パネル等の再エネ設備の設置の促進を図ることが必要である区域について、

市町村が促進計画を作成することができるようになります。

②同区域において一定の建築物を新築する際に、建築士に対して

再エネ導入効果についての説明義務を課すことが出来ます。

③同地域において一定の建築物を新築する際に、

形態規制の合理化のため特例許可が可能となります。

２.制度の概要
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「建築物再エネ利用促進区域制度」について

１）条令の必要性

①建築士による再エネ導入効果の説明義務が生じる（条例つくる必要あり）

②再エネ設備設置に関し、規制緩和が受けられる（条例必要なし）

２）市町村および特別区単位に設定

①市町村の全体でも一部でもOK

②東京都/横浜市は全域めざす！

３）その他

①策定事務は市町村から都道府県に委託可能

２.制度の概要（補足）
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「建築物再エネ利用促進区域制度」にかかる現状の問題点について

１）自治体（市町村等）の取組の低調

現状で東京都、神奈川県横浜市・藤沢市等において制度の導入が検討されているが、

全国的に殆どの自治体において様子見の状況である。

（本制度の所管の国交省→自治体の住宅部局は、

再エネ普及を主務としていないために関心が低調と思われる）

２）国土交通省のひな形における経済メリット説明が保守的過ぎることの懸念

【共同要望書】太陽光発電設備設置にかかる費用回収期間の記載についての

国土交通大臣あて要望書（2024年02月07日）

※出典https://kikonet.org/content/33715

３．制度の現状と問題点（小山私見）





ｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｰｽなど5NGOが国交大臣へ修正を要請(2024年2月7日）

【要望の主旨】太陽光発電の投資回収が２２年というミスリードな試算を是正して欲しい。

【回答の概要】グラフについては一定条件のもと試算した数値でありますが、昨今の電気代

価格の高騰等を踏まえ、最新データにて計算した資料を追補版として公開を予定しており

ます。
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「建築物再エネ利用促進区域制度」の展望について

１）ホップ＝新築時の説明義務化

既存住宅は規制・誘導のハードルが高いので、新築時に規制・誘導するのが現実的

かつ効率的であるので新築時を対象とした本制度の条令化の全国展開は極めて有意義。

２）ステップ＝新築時の設置義務化

同制度ではまずは再エネの便益についての建築士に対する説明義務化が課せられる。

次のステップとして、太陽光発電の新築時設置の原則義務化まで条令化されるとベスト。

（東京都、川崎市に続こう！）

３）ジャンプ＝既築改修時の設置義務化

一定の既築改修時には、耐震性について現行法令への適合が義務化されている。

同様に、将来においては一定の既築改修時には、省エネ基準適合や太陽光発電の搭載などを

原則義務化することが野心的な目標と考える。

４．制度の展望（小山私見）
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